
             

 

 

 

 

 

 

 

 

岡谷市在住のおおむね６５歳以上の高齢者に関する相談であれば、本人、ご

家族、支援者等、どなたでもご相談いただけます。 

 

たとえば… 

・「成年後見制度」を利用したい。   ・「遺言書」を作成したい。 

・「相続」の手続き等について知りたい。  など 

 

法律の専門家である「司法書士」の先生が無料で相談に応じます。 

「予約制」となりますので、事前にご予約ください。 
 
 
 

令和７年度の実施日 ※ 原則毎月 第３水曜日 

４月１６日（水） １０月１５日（水） 

５月２１日（水） １１月１９日（水） 

６月１８日（水） １２月１７日（水） 

７月１６日（水） 令和８年１月２１日（水） 

８月２０日（水） 令和８年２月１８日（水） 

９月１７日（水） 令和８年３月１８日（水） 

 

時間 各日 午後１：００～午後４：００ （１人３０分の予約制） 

場所 岡谷市役所 ２階 ２０１A会議室 ※変更となる場合がございます。 

注意事項 
・相談は原則として、お１人につき、年度内に１回とします。 

・予約受付は、前日の午後３：００までとします。 

 

 

 
問い合わせ・申し込み先 

岡谷市役所 介護福祉課 介護予防担当（岡谷市地域包括支援センター） 

電話（代表） ２３－４８１１（内線１２８２）  


